
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

デ
ジ
タ
ル
庁
関
係
（
第
一
章
関
係
）

一

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
に
関
す
る
事
務
に
お
い
て
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

総
務
省
関
係
（
第
二
章
関
係
）

一

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

１

条
例
の
公
布
に
当
た
っ
て
行
う
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
署
名
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
署
名
に
代
わ
る

措
置
に
よ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
。

２

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

二

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
（
第
三
条
関
係
）

１

自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
喀
痰
吸
引
等
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
登
録
等
に
関
す
る
事
務
、
河
川
法
等

か
く
た
ん

に
違
反
し
た
者
等
に
対
す
る
監
督
処
分
等
に
関
す
る
事
務
等
を
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
等
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
事
務
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
。



２

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

三

地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
改
正
（
第
四
条
関
係
）

公
立
大
学
法
人
は
、
当
該
公
立
大
学
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
の
認
可
を
受
け
て
、
産
業
競
争
力
強
化
法

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
出
資
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
の
一
部
改
正
（
第
五
条
関
係
）

デ
ジ
タ
ル
基
盤
改
革
支
援
基
金
の
設
置
期
限
を
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。

第
三

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
三
章
関
係
）

一

生
活
保
護
法
の
一
部
改
正
（
第
六
条
関
係
）

１

生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
介
護
機
関
で
あ
っ
て
別
表
第
二
の
第
二
欄
に

掲
げ
る
介
護
保
険
法
の
指
定
等
を
受
け
た
も
の
に
係
る
同
項
の
指
定
は
、
当
該
介
護
機
関
が
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

１
の
介
護
機
関
に
係
る
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
指
定
は
、
当
該
介
護
機
関
が
別
表
第
二
の
第
四
欄

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
該
当
す
る
期
間
、
そ
の
効
力
（
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
掲
げ
る
介
護
保
険
法
の



規
定
に
よ
る
指
定
等
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た
部
分
に
限
る
。
）
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

１
の
介
護
機
関
等
に
つ
い
て
、
別
表
第
二
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
介
護
保
険
法
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出

に
係
る
事
由
の
う
ち
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
す
べ
き
事
由
に
相
当
す
る
も
の
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

経
済
産
業
省
関
係
（
第
四
章
関
係
）

一

産
業
競
争
力
強
化
法
の
一
部
改
正
（
第
七
条
関
係
）

「
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
」
と
は
、
国
立
大
学
法
人
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
又
は
公
立
大
学
法
人
（
以
下

「
国
立
大
学
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
を
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
活
用
す
る
者
に

対
し
、
当
該
事
業
活
動
に
関
す
る
必
要
な
助
言
、
資
金
供
給
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
国
立
大
学
法

人
等
に
お
け
る
研
究
の
進
展
に
資
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

国
土
交
通
省
関
係
（
第
五
章
関
係
）

一

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
（
第
八
条
関
係
）

１

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
等
の
登
録
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
書
類
の
提
出
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
書
類
の



交
付
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
経
由
事
務
を
廃
止
す
る
こ
と
。

２

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
六

そ
の
他
（
附
則
関
係
）

一

こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

１

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
の
一
部
改
正
等

公
布
の
日
か
ら
施
行

２

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
等

令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

３

生
活
保
護
法
の
一
部
改
正
等

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

二

所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
。


